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はじめに 

●適正な保管管理 
 ‣専用の鍵のかかる保管場所 
 ‣貯蔵設備の表示 

  
 
 
 ‣在庫管理   など 

●盗難・紛失・流出の防止
に必要な措置 
 ‣危害防止規定の策定 
 ‣盗難防止規定の策定 

●適切な廃棄処理 
 ‣定められた方法で 
 ‣産業廃棄処理業者に委託 

毒物劇物営業者は、毒物・劇物による危害防止のため、必要な対策
をとらなければなりません。 

仙台市 毒物劇物 検索 

「医薬用外毒物」 
「医薬用外劇物」 

法令を遵守し、適正管理を行ってください。 



2 新規登録申請に必要な書類 

現物を取り扱う場合 

現物を取り扱わない場合 
(伝票販売） 

(1)登録申請書 
(2)店舗の設備の概要図等 
(3)毒物劇物取扱責任者設置届 
(4)使用関係証明書 
(5)診断書 
(6)誓約書 
(7)毒物劇物取扱責任者の資格を証明
する書類（原本と写し） 
(8)登記事項証明書（法人の場合） 

(1)登録申請書 
(2)流通経路図 
(3)登記事項証明書（法人の場合） 

登
録
申
請
手
続
き
の
流
れ 

事前相談 ※ 

登録申請の手続き 

実地調査 

登録票発行・営業開始 

（現物を取り扱う場合のみ） 

毒物劇物取扱責任者及び保管設備の設置は必
要ありません 

※毒物劇物の貯蔵設備は法令で定める基準に適合していなければなりません。 
 また、毒物劇物取扱責任者になるためには資格が必要です。 
 確認のため、必ず事前の相談をお願いします。 

１日目 

6～20日目 

9～20日目 

所要期間の目安 

1 毒物劇物販売業の登録とは？ 

毒物又は劇物を販売・授与するためには、営業所ごとに毒物
劇物販売業の登録を受けなくてはなりません。 

全ての毒物劇物を販売可能 

登録の種類 

一般販売業 

農業用品目販売業  

特定品目販売業 

農業上必要な毒物劇物で
あって、厚生労働省令で定
められた品目のみ販売可能 

厚生労働省令で定められ
た品目のみ販売可能 

伝票上の取引
のみの場合や
金銭のやり取
りがない場合
でも登録が必
要です。 



3 登録後の手続き 

更新申請 登録の有効期間は6年間です。 
有効期間満了日の1月前までに登録更新申請を行ってください。 

登録廃止 
営業を廃止した場合、廃止後30日以内に廃止届を提出し、登録票
を返納してください。 

1.開設者に関して 
 ①開設者が変わる場合 
   個人から法人、法人から個人に変わる場合 
   第三者に営業を譲渡する場合 
   法人の対等合併により新法人を設立する場合 
   法人の吸収合併により、開設者となっている法人が消滅する場合   など 
                                  
2.販売業の種類の変更に関して 
 ①登録の種類を変更する場合（例：農業用品目販売業→一般販売業） 
 
3.店舗に関して 
 ①店舗を全面改装する場合 
 ②他の場所に移転する場合（現物取扱いの場合、階の移動も含む） 

登録内容に変更が生じた時 

新規登録が必要な場合（事前申請です。ご相談ください。） 

変更届の提出が必要な場合（変更後30日以内） 

1.開設者に関して 
 ①申請者の氏名（法人の場合は法人名称）又は住所を変更した場合 
 
2.店舗に関して 
 ①営業所又は店舗の名称を変更した場合 
 ②構造設備の主要部分（保管庫・保管場所等）を変更した場合 
 ③営業形態（現物取扱⇔伝票販売）を変更した場合 
 
3.毒物劇物取扱責任者に関して 
 ①毒物劇物取扱責任者を変更した場合 
 
※法人代表者の変更は届出不要です。 

無登録営業にな
らないよう注意し
てください！！ 

登録票の「書換え申請」 
をすることができます。 

（有料・任意） 
 



4 営業開始後の販売について 

●情報提供 

譲受人に対し、当該毒物劇物の性状及び取り扱いに関する情報を文書により提供しなけ
ればなりません（すでに行われている場合は除く）。 

例：安全データシート（SDS)など。 
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●譲受書（5年間保存） 
毒物劇物営業者以外の者に毒物劇物を
販売・授与する場合は、譲受書の提出
を受けることが必要です。 
 
※譲渡の記録の記載事項に加え、譲受
人の押印が必要です。 
（サインは不可） 

●譲渡の記録（5年間保存） 
毒物劇物営業者に毒物劇物を販売・授
与する場合は、その都度譲渡の記録を
つけることが必要です。 
 

必要項目  
・毒物又は劇物の名称及び数量  
・販売又は授与の年月日  
・譲受人の氏名、職業及び住所（法人にあっ
ては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

名称

数量

氏名 　　　　　　　　　　　　㊞
住所

職業

年齢

使用目的

毒物又は劇物

譲受人

（法人にあってはそ

の名称及び主たる事

務所の所在地）

毒物及び劇物譲受書（5年間保存）

 販売又は授与の年月日

譲受書様式（例） 

●発火性又は爆発性のある劇物の販売 
運転免許証等により購入者の住所・氏名を確
認した後でなければ交付してはなりません。 
また、帳簿を備え、交付した劇物の名称、交
付年月日、交付を受けた者の氏名及び住所を
記載し、5年間保存することが義務付けられ
ています。 

‣ナトリウム 
‣ピクリン酸 
‣亜塩素酸ナトリウム 
（30％以上含有する製剤を含む） 
‣塩素酸塩類 
（35％以上含有する製剤を含む 

●交付の制限 
毒物劇物による保健衛生上の危害発生を防止するため、交付してはならない者が規定さ
れています。 
‣18歳未満の者 
‣心身障害により、毒物劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことが
できない者 
‣麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 


